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10月10日（水）

10月31日（水）まで

①　源泉所得税・特別徴収住民税の納付（平成30年９月分）

②　法人の確定申告、納付、延納の届出（平成30年８月期）
法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人事業所税・法人住民税

③　申告期限延長承認法人の法人税確定申告
１カ月延長（平成30年7月期）
２カ月延長（平成30年６月期）

④　消費税確定申告（１カ月ごと）（８月期）
⑤　消費税確定申告（３カ月ごと）（２、５、８、11月期）
⑥　法人の中間申告（半期・２月期）
法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税

⑦　法人消費税の中間申告納付
直前期年税額4,800万円超のとき
１カ月ごと（８月期を除く）
直前期年税額400万円超のとき
３カ月ごと（２、５、11月期）

①　源泉所得税には復興特別所得税の額をあわせて納
付する。

②～⑦　法人の事業年度（課税期間）の終了日は各月末
日とする。

④、⑤　消費税課税期間の短縮特例は適用後２年間継続
が要件である。

今月の税務
日　付 項　目 備考・コメント

会
　
　
計

実
務
対
応
報
告
18
号
の
改
正
、公

表
議
決
─
Ａ
Ｓ
Ｂ
Ｊ

会
　
　
計

ア
ナ
リ
ス
ト
か
ら
の
意
見
、聴
取

─
Ａ
Ｓ
Ｂ
Ｊ
、リ
ー
ス
会
計
専
門
委

去
る
９
月
12
日
、
企
業
会
計
基
準

委
員
会
は
第
３
９
２
回
企
業
会
計
基

準
委
員
会
を
開
催
し
た
。

こ
れ
ま
で
検
討
さ
れ
て
き
た
、
改

正
実
務
対
応
報
告
18
号「
連
結
財
務

諸
表
作
成
に
お
け
る
在
外
子
会
社
等

の
会
計
処
理
に
関
す
る
当
面
の
取
扱

い
」等
に
つ
い
て
、
前
回
の
親
委
員

会（
２
０
１
８
年
９
月
20
日
号（
№

１
５
２
３
）情
報
フ
ラ
ッ
シ
ュ
参
照
）

で
出
さ
れ
た
意
見
を
も
と
に
微
修
正

さ
れ
、
採
決
が
行
わ
れ
た
。

出
席
委
員
全
員
が
賛
成
し
、
公
表

議
決
さ
れ
た
。

本
改
正
は
、
在
外
子
会
社
等
に
お

い
て
Ｉ
Ｆ
Ｒ
Ｓ
９
号「
金
融
商
品
」を

適
用
し
、
資
本
性
金
融
商
品
の
公
正

価
値
の
事
後
的
な
変
動
を
そ
の
他
の

包
括
利
益
に
表
示
す
る
選
択
を
し
て

い
る
場
合
に
、
連
結
決
算
手
続
上
、

当
該
資
本
性
金
融
商
品
の
売
却
損
益

相
当
額
お
よ
び
減
損
損
失
相
当
額
を

当
期
の
損
益
と
し
て
修
正
す
る
と
し

た
も
の
で
あ
る
。

ま
た
、
持
分
法
適
用
関
連
会
社
に

お
い
て
改
正
実
務
対
応
報
告
18
号
に

準
じ
て
処
理
を
行
う
場
合
に
は
、
当

該
修
正
を
行
う
こ
と
と
な
る
。

平
成
31
年
４
月
１
日
以
後
開
始
す

る
連
結
会
計
年
度
の
期
首
か
ら
適
用

さ
れ
、
公
表
日
以
後
最
初
に
終
了
す

る
連
結
会
計
年
度
・
四
半
期
連
結
会

計
年
度
か
ら
早
期
適
用
で
き
る
。

去
る
９
月
６
日
、
企
業
会
計
基
準

委
員
会
は
第
82
回
リ
ー
ス
会
計
専
門

委
員
会
を
開
催
し
た
。

こ
れ
ま
で
、
リ
ー
ス
に
関
す
る
会

計
基
準
の
開
発
に
着
手
す
る
か
否
か

を
判
断
す
る
た
め
に
、
予
備
的
分
析

を
行
っ
て
き
た
。

今
回
、
予
備
的
分
析
の
う
ち
、
財

務
諸
表
利
用
者
の
ニ
ー
ズ
に
関
す
る

理
解
を
深
め
る
た
め
、
ア
ナ
リ
ス
ト

か
ら
す
べ
て
の
リ
ー
ス
を
オ
ン
バ
ラ

ン
ス
す
る
こ
と
の
有
用
性
に
関
し
て

意
見
を
聴
取
し
た
。

後
日
行
わ
れ
た
第
３
９
２
回
親
委

員
会
で
も
、
今
回
の
意
見
聴
取
や
専

門
委
員
と
の
質
疑
応
答
を
も
と
に
審

議
が
行
わ
れ
た
。

ク
レ
ジ
ッ
ト
・
ア
ナ
リ
ス
ト
の
意
見

⑴　
専
門
委
員
会
で
の
意
見
聴
取

㈱
格
付
投
資
情
報
セ
ン
タ
ー
の
後

藤
潤
氏
か
ら
意
見
を
聴
取
し
た
。

後
藤
氏
は
、
リ
ー
ス
取
引
の
オ
ン

バ
ラ
ン
ス
処
理
に
つ
い
て
次
の
よ
う

な
考
え
を
示
し
た
。

・
す
べ
て
の
リ
ー
ス
を
オ
ン
バ
ラ
ン

ス
す
る
処
理
が
採
用
さ
れ
れ
ば
、利

用
者
が
自
ら
処
理
を
行
う
必
要
が

な
く
な
り
、数
値
の
正
確
性
や
作
業

負
荷
の
点
で
有
益
で
あ
る
。

・
こ
れ
ま
で
の
数
値
と
新
た
に
オ
ン

バ
ラ
ン
ス
さ
れ
た
結
果
を
比
較
し
、

そ
の
差
の
要
因
を
検
討
す
る
。そ
の

際
に
、財
務
リ
ス
ク
評
価
を
見
直
す

可
能
性
も
あ
る
。

・
定
義
、
識
別
の
解
釈
で
期
待
さ
れ
る

オ
ン
バ
ラ
ン
ス
化
が
実
際
に
な
さ

れ
る
か
は
不
透
明
で
あ
り
、有
益
な

も
の
と
な
る
か
は
今
後
の
運
用
次

第
に
よ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

ま
た
、
オ
ン
バ
ラ
ン
ス
処
理
が
採

用
さ
れ
た
場
合
に
つ
い
て
、
次
の
よ

う
な
考
え
を
示
し
た
。

・
重
要
事
項
は
す
で
に
財
務
諸
表
を

調
整
し
て
評
価
し
て
お
り
、基
本
的

に
会
計
基
準
の
改
正
は
格
付
評
価

上
中
立
で
あ
る
。た
だ
し
、
Ｉ
Ｆ
Ｒ

Ｓ
の
適
用
で「
み
え
な
か
っ
た
実

態
」が
明
ら
か
に
な
っ
た
場
合
は
格

付
評
価
に
反
映
さ
せ
る
。

・
財
務
諸
表
の
変
化
が
、
資
金
調
達
等
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フラッシュ

職業的懐疑心職業的懐疑心

会計・監査の
“現場感”

も
に
増
や
し
機
械
的
に
証
憑
と
照
合

し
て
も
、
そ
の
効
果
は
期
待
で
き
な

い
。
不
正
取
引
は
、
前
述
の
よ
う
に

偽
造
に
よ
る
も
の
を
含
め
関
連
す
る

証
憑
は
す
べ
て
整
っ
て
お
り
、
形
式

上
、
辻
褄
が
あ
っ
て
い
る
こ
と
が
多

い
た
め
だ
。
こ
の
よ
う
な
場
合
、
監

査
人
は
、
企
業
の
ビ
ジ
ネ
ス
の
理
解

や
一
般
的
な
常
識
の
ほ
か
、
自
分
が

売
手
ま
た
は
買
手
で
あ
れ
ば
、
こ
の

よ
う
な
有
利
／
不
利
な
取
引
が
実
行

で
き
る
だ
ろ
う
か
、
こ
ん
な
上
手
い

話
が
あ
る
の
だ
ろ
う
か
、
と
自
分
が

取
引
の
当
事
者
だ
っ
た
ら
、
と
の
意

識
を
持
つ
こ
と
が
大
切
だ
。

た
だ
し
こ
れ
は
、
あ
る
程
度
の
時

間
的
・
精
神
的
な
余
裕
が
な
け
れ
ば

で
き
な
い
。
私
が
若
い
頃
、
Ｏ
Ｊ
Ｔ
で

「
あ
ま
り
根
詰
め
ず
、
20
％
の“
遊
び

心
”を
持
ち
な
さ
い
」と
指
導
さ
れ
た
。

精
神
的
な
余
裕
で
あ
る
。
こ
の
余
裕

こ
そ
が
、
企
業
の
説
明
を
鵜
呑
み
に

せ
ず
、
取
引
当
事
者
と
し
て
考
え
、

証
拠
の
矛
盾
に
気
づ
き
、
経
営
者
の

見
積
り
を
冷
静
に
分
析
す
る
の
に
必

要
な
の
で
あ
る
。
立
ち
止
ま
って
考
え
、

実
施
し
た
手
続
を
総
括
的
に
評
価
す

る
こ
と
は
と
て
も
大
切
だ
。

最
近
、
現
場
が
忙
し
す
ぎ
て
、
考

え
る
余
裕
が
な
い
な
ど
と
聞
く
こ
と

が
多
い
。
こ
の
よ
う
な
状
況
を
い
か
に

改
善
す
る
の
か
が
監
査
法
人
の
経
営

者
や
各
チ
ー
ム
の
監
査
責
任
者
に
課

せ
ら
れ
た
重
要
な
課
題
で
あ
ろ
う
。

（
公
認
会
計
士　

布
施
伸
章
）

し
、
ま
た
製
品
の
機
能
向
上
と
称
し

て
無
形
資
産
を
購
入
し
て
い
た
。
結

局
、
販
売
先
と
購
入
先
は
会
社
関
係

者
の
知
人
で
、
売
上
は
架
空
、
対
象

在
庫
は
倉
庫
に
保
管
、
実
体
の
な
い

無
形
資
産
へ
の
投
資
資
金
は
売
上

代
金
の
回
収
に
あ
て
ら
れ
て
い
た
。

他
の
事
例
で
は
、
食
材
の
発
注

と
検
収
を
兼
務
し
た
某
氏
が
長
年

に
わ
た
り
業
者
に
架
空
の
納
品
書

を
送
ら
せ
、
そ
れ
に
検
印
し
て
経

理
に
回
し
、
そ
の
架
空
納
品
代
金

を
業
者
と
山
分
け
し
て
い
た
。
某

氏
は
毎
期
原
価
率
が
一
定
に
な
る

よ
う
着
服
金
額
を
調
整
し
、
予
算

に
も
そ
れ
を
反
映
さ
せ
て
い
た
。

前
者
は
経
営
者
に
よ
る
粉
飾
、

後
者
は
個
人
の
着
服
で
あ
る
。
こ

れ
ら
の
事
件
が
起
き
た
背
景
、
監

査
手
続
の
不
足
点
等
を
含
め
何
に

留
意
す
べ
き
で
あ
っ
た
か
、
後
者
で

は
法
人
に
何
を
指
導
す
べ
き
だ
っ
た

の
か
、
な
ど
自
分
の
反
省
を
含
め
て

監
査
チ
ー
ム
で
議
論
し
た
。

監
査
は
サ
ン
プ
リ
ン
グ
に
よ
り

検
討
す
る
が
、
そ
の
数
を
や
み
く

不
正
会
計
が
起
き
る
た
び
に
、
監

査
品
質
が
問
題
と
な
り
、
監
査
制
度

の
改
革
や
監
査
基
準
の
改
訂
が
議
論

さ
れ
る
。
し
か
し
監
査
品
質
を
高
め

る
に
は
、
監
査
証
拠
を
鵜
呑
み
に
せ

ず
批
判
的
に
評
価
す
る
と
い
う
監
査

人
の「
職
業
的
懐
疑
心
」を
い
か
に
高

め
る
の
か
が
本
質
的
な
問
題
で
あ
ろ

う
。
不
正
リ
ス
ク
対
応
監
査
基
準
で

も
、
職
業
的
懐
疑
心
の
重
要
性
が
強

調
さ
れ
て
い
る
。

職
業
的
懐
疑
心
は
、
監
査
人
の
嗅

覚
、
リ
ス
ク
感
覚
と
い
っ
た
、
な
か

な
か
言
葉
で
は
説
明
で
き
な
い
要
素

が
重
要
だ
。
こ
れ
ら
を
身
に
着
け
る

に
は
経
験
が
一
番
効
果
的
だ
と
思

う
。
自
ら
が
痛
い
目
に
あ
っ
た
体
験

は
一
生
忘
れ
な
い
。
た
だ
、
こ
れ
だ

け
で
は
経
験
数
が
不
足
す
る
し
、
そ

も
そ
も
そ
の
よ
う
な
経
験
を
し
な
い

に
越
し
た
こ
と
は
な
い
。
そ
こ
で
不

正
事
例
研
修
や
Ｏ
Ｊ
Ｔ
を
含
め
た
臨

場
感
の
あ
る“
疑
似
体
験
”が
必
要

に
な
る
。
特
に
、
監
査
現
場
で
さ
ま

ざ
ま
な
経
験
を
持
つ
先
輩
か
ら
受
け

る
Ｏ
Ｊ
Ｔ
は
心
に
残
る
も
の
で
あ
り
、

監
査
チ
ー
ム
の
不
正
リ
ス
ク
に
対
す
る

感
度
を
格
段
に
高
め
て
く
れ
る
。
監

査
チ
ー
ム
の
上
位
者
は
、
自
ら
の
経

験
を
語
り
、
監
査
メ
ン
バ
ー
に
問
い
か

け
る
な
ど
、
現
場
で
の
教
育
に
も
力

を
入
れ
て
も
ら
い
た
い
と
思
う
。

私
も
い
ろ
い
ろ
な
事
例
を
体
験
し

た
。
た
と
え
ば
、
某
社
は
期
末
に
特

定
相
手
先
に
大
口
の
売
上
を
計
上

の
事
業
活
動
に
影
響
を
及
ぼ
す
可

能
性
が
あ
る
場
合
に
も
そ
の
影
響

を
考
慮
す
る
。

⑵　
専
門
委
員
と
後
藤
氏
と
の
質
疑

応
答

専
門
委
員
の
、「
分
析
で
使
用
し
て

い
る
リ
ー
ス
期
間
に
つ
い
て
、
企
業

へ
の
ヒ
ア
リ
ン
グ
で
入
手
し
た
情
報

の
年
数
を
使
用
し
て
い
る
の
か
」と

い
う
質
問
に
、「
入
手
し
た
情
報
を
も

と
に
同
業
他
社
や
過
去
の
経
験
と
の

対
比
か
ら
、
必
要
に
応
じ
て
期
間
を

調
整
す
る
」と
の
回
答
が
あ
っ
た
。

⑶　
親
委
員
会
で
の
審
議

専
門
委
員
会
で
の
意
見
聴
取
や
質

疑
応
答
を
も
と
に
審
議
が
行
わ
れ
、

委
員
か
ら
は「
リ
ー
ス
期
間
の
推
定

が
未
経
過
リ
ー
ス
料
の
開
示
や
企
業

か
ら
の
入
手
資
料
だ
け
で
は
な
く
、

独
自
の
調
整
を
行
っ
て
い
る
と
い
う

こ
と
だ
が
、
基
準
が
変
わ
っ
て
オ
ン

バ
ラ
ン
ス
化
さ
れ
て
も
、
ア
ナ
リ
ス

ト
の
判
断
の
余
地
は
残
る
の
で
は
な

い
か
」と
の
意
見
が
あ
り
、
事
務
局

か
ら
、「
オ
ン
バ
ラ
ン
ス
化
さ
れ
れ

ば
、
ア
ナ
リ
ス
ト
が
こ
れ
ま
で
し
て

い
た
推
測
よ
り
は
、
数
値
の
信
頼
性

が
上
が
る
の
で
は
な
い
か
」と
回
答

が
あ
っ
た
。

セ
ル
サ
イ
ド
・
ア
ナ
リ
ス
ト
の
意
見

⑴　
専
門
委
員
会
で
の
意
見
聴
取

次
に
、
大
和
証
券
㈱
の
エ
ク
イ

テ
ィ
調
査
部
担
当
部
長
で
小
売
業
界

を
担
当
し
て
い
る
津
田
和
徳
氏
か
ら

意
見
を
聴
取
し
た
。

津
田
氏
は
、
現
在
の
リ
ー
ス
会
計

基
準
に
関
し
て
次
の
よ
う
な
課
題
が

あ
る
と
の
考
え
を
示
し
た
。

・
オ
ペ
レ
ー
テ
ィ
ン
グ
・
リ
ー
ス
の

開
示
は
有
価
証
券
報
告
書
の
注
記

表
記
の
み
で
あ
り
、ま
た
決
算
発
表

か
ら
１
カ
月
半
以
上
遅
れ
る
た
め

速
報
性
に
欠
け
る
。

・
未
経
過
リ
ー
ス
料
残
高
は
最
低
限

の
数
字
で
あ
り
、将
来
の
賃
借
契
約

の
延
長
分
が
含
ま
れ
て
い
な
い
可

能
性
が
高
い
。

・
将
来
の
賃
借
契
約
の
延
長
期
間
の

算
定
が
企
業
間
で
異
な
っ
て
い
る

可
能
性
が
高
い
。

そ
し
て
、
Ｉ
Ｆ
Ｒ
Ｓ
16
号
の
よ
う

に
オ
ン
バ
ラ
ン
ス
化
さ
れ
る
と
、
こ

れ
ら
の
課
題
が
解
決
さ
れ
る
だ
け
で

は
な
く
、
企
業
は
投
資
基
準
の
厳
格

化
が
よ
り
求
め
ら
れ
る
よ
う
に
な

り
、
ま
た
使
用
総
資
産
・
有
利
子
負

債
の
全
体
像
が
よ
り
明
確
に
な
る
な

ど
、
オ
ン
バ
ラ
ン
ス
化
さ
れ
る
こ
と

は
有
用
で
あ
る
と
の
考
え
を
示
し

た
。

⑵　
専
門
委
員
と
津
田
氏
と
の
質
疑

応
答

専
門
委
員
か
ら
は
、「
仮
に
オ
ペ

レ
ー
テ
ィ
ン
グ
・
リ
ー
ス
に
つ
い
て

オ
ン
バ
ラ
ン
ス
化
し
た
ら
、
株
価
等

へ
の
影
響
は
あ
る
か
」と
の
質
問
に

対
し
、「
注
記
事
項
で
開
示
さ
れ
て
い

る
情
報
の
影
響
に
つ
い
て
は
、
す
で

に
格
付
け
や
株
価
に
織
り
込
ま
れ
て
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貴社の景況判断BSI（「上昇」－「下降」社数構成比） （単位：％ポイント）●貴社の景況
平成30年7～9月期の「貴社の景況判断」ＢＳＩを全産業でみると、大企業、中堅企業
は「上昇」超、中小企業は「下降」超となっています。
先行きを全産業でみると、大企業、中堅企業は「上昇」超で推移する見通し、中小企業
は「下降」超で推移する見通しとなっています。
●国内の景況
平成30年7～9月期の「国内の景況判断」ＢＳＩを全産業でみると、大企業、中堅企業
は「上昇」超、中小企業は「下降」超となっています。
先行きを全産業でみると、大企業、中堅企業は「上昇」超で推移する見通し、中小企業
は「下降」超で推移する見通しとなっています。
平成30年9月末時点の「従業員数判断」ＢＳＩを全産業でみると、大企業、中堅企業、中
小企業いずれも「不足気味」超となっています。
先行きを全産業でみると、大企業、中堅企業、中小企業いずれも「不足気味」超で推移
する見通しとなっています。
平成30年度は、2.4％の増収見通しとなっています（上期2.8％の増収見込み、下期
2.1％の増収見通し）。
業種別にみると、製造業、非製造業ともに増収見通しとなっています。
平成30年度は、0.4％の減益見通しとなっています（上期2.9％の減益見込み、下期
2.2％の増益見通し）。
業種別にみると、製造業は減益見通し、非製造業は増益見通しとなっています。
平成30年度は、9.9％の増加見通しとなっています（上期13.6％の増加見込み、下期
6.9％の増加見通し）。
業種別にみると、製造業、非製造業ともに増加見通しとなっています。

平成30年7―9月期調査

対象企業数
回答企業数
回　収　率

法人企業景気予測調査
（内閣府・財務省）

法人企業景気予測調査は、わが国の経済活動の主要部分を占める企業活動を把握することにより、経済の現状
および今後の見通しに関する基礎資料を得ることを目的として四半期ごとに調査しています。なお、資本金、
出資金または基金（以下、「資本金」といいます）1千万円以上の法人（ただし、電気・ガス・水道業および金融業、
保険業は資本金1億円以上）を対象としています。以下は、平成30年7-9月期調査結果の概要です。

（注）本調査において大企業とは資本金10億円以上の企業を、中堅企業とは資本金1億円以上10億円未満
の企業を、中小企業とは資本金1千万円以上1億円未満の企業をいいます。

景　　況

大
企
業
中
堅
企
業
中
小
企
業

全産業 
　製造業
　非製造業
全産業 
　製造業
　非製造業
全産業 
　製造業
　非製造業

31年1～3月
見通し

30年4～6月
前回調査

国内の景況判断BSI（「上昇」－「下降」社数構成比） （単位：％ポイント）

大
企
業
中
堅
企
業
中
小
企
業

全産業 
　製造業
　非製造業
全産業 
　製造業
　非製造業
全産業 
　製造業
　非製造業

30年7～9月
現状判断

31年1～3月
見通し

30年4～6月
前回調査

30年7～9月
現状判断

30年10～12月
見通し

30年10～12月
見通し

5.8 
5.4 
6.0 
4.1 
▲0.2 
5.4 
▲3.8 
▲3.2 
▲3.9 

5.0 
3.0 
6.0 
3.8 
4.0 
3.8 
▲4.2 
▲2.2 
▲4.6 

3.8 
6.5 
2.4 
2.2 
5.4 
1.3 

▲10.0 
▲13.6 
▲9.2 

6.9 
8.3 
6.2 
4.9 
5.1 
4.8 
▲7.3 
▲8.1 
▲7.1 

▲ 2.0
▲ 3.2
▲ 1.4
▲ 1.0
▲ 1.1
▲ 1.0
▲ 10.6
▲ 10.1
▲ 10.7

7.2 
5.6 
8.0 
6.9 
7.4 
6.8 
▲4.3 
▲2.4 
▲4.7 

7.6 
9.9 
6.5 
7.0 
12.8 
5.3 
▲0.6 
▲0.1 
▲0.7 

5.0 
3.9 
5.6 
6.3 
9.0 
5.5 
▲2.3 
1.0 
▲2.9 

15,840社
13,075社
　82.5％

設備投資

雇　　用

売 上  高

経常利益

会
　
　
計

時
価
の
開
示
項
目
に
対
す
る
適

用
対
象
企
業
、検
討

─
Ａ
Ｓ
Ｂ
Ｊ
、金
融
商
品
専
門
委

い
る
」と
の
回
答
が
あ
っ
た
。

ま
た
、「
オ
ペ
レ
ー
テ
ィ
ン
グ
・

リ
ー
ス
取
引
の
う
ち
、
解
約
不
能
な

も
の
に
係
る
未
経
過
リ
ー
ス
料
の
注

記
に
つ
い
て
、
実
態
か
ら
乖
離
し
て

い
る
と
感
じ
る
か
」と
の
専
門
委
員

か
ら
の
質
問
に
対
し
、「
み
え
て
い
な

い
部
分
と
い
う
意
味
で
は
、
小
規
模

店
舗
で
も
最
近
で
は
長
期
の
契
約
が

多
く
な
っ
て
い
る
た
め
、
み
え
て
い

な
い
リ
ス
ク
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ

る
」と
回
答
さ
れ
た
。

⑶　
親
委
員
会
で
の
審
議

専
門
委
員
会
で
の
意
見
聴
取
や
質

疑
応
答
を
も
と
に
審
議
が
行
わ
れ
、

委
員
か
ら
は
、
疑
問
点
の
確
認
な
ど

が
行
わ
れ
た
。

去
る
９
月
11
日
、
企
業
会
計
基
準

委
員
会
は
第
１
３
３
回
金
融
商
品
専

門
委
員
会
を
開
催
し
た
。

公
正
価
値
測
定
に
関
す
る
ガ
イ
ダ

ン
ス
お
よ
び
開
示
に
つ
い
て
引
き
続

き
検
討
さ
れ
、
後
日
行
わ
れ
た
第

３
９
２
回
親
委
員
会
で
も
審
議
が
行

わ
れ
た
。

主
な
検
討
事
項
は
次
の
と
お
り
。

実
務
に
配
慮
す
る
こ
と
が
考
え
ら

れ
る
事
項

⑴　
月
中
平
均
価
額
の
使
用

①　
検
討
事
項

そ
の
他
有
価
証
券
の
時
価
と
し
て

の
期
末
前
１
カ
月
の
市
場
価
格
の
平

均
に
基
づ
い
て
算
定
さ
れ
た
価
額

（
以
下
、「
月
中
平
均
価
額
」と
い
う
）

の
使
用
に
つ
い
て
、
事
務
局
か
ら
次

の
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン
・
ポ
イ
ン
ト

が
示
さ
れ
た
。

ⅰ　
そ
の
他
有
価
証
券
の
貸
借
対
照

表
価
額
に
つ
い
て
は
、月
中
平
均
価

額
を
用
い
る
こ
と
を
認
め
な
い
こ

と
と
し
、外
貨
建
そ
の
他
有
価
証
券

の
換
算
で
用
い
る
為
替
相
場
と
し

て
の
期
末
前
１
カ
月
間
の
平
均
相

場
の
使
用
も
認
め
な
い
と
す
る
こ

と
ⅱ　
仮
に
減
損
判
定
の「
著
し
く
下
落

し
た
」の
判
定
に
月
中
平
均
価
額
を

使
用
す
る
こ
と
を
認
め
る
か
否
か

ⅲ　
仮
に
認
め
た
場
合
、減
損
損
失
の

算
定
は
期
末
日
に
お
け
る
時
価
に

よ
る
こ
と
と
な
る
た
め
、両
者
が
整

合
し
て
い
な
い
こ
と
と
な
る
が
、こ

の
点
は
ど
う
考
え
る
か

②　
専
門
委
員
会
で
の
検
討

専
門
委
員
か
ら
の
、「
月
中
平
均
価

額
を
使
う
余
地
を
も
っ
と
検
討
し
て

は
」と
の
意
見
に
対
し
、
事
務
局
か

ら「
月
中
平
均
価
額
の
使
用
の
状
況

に
つ
い
て
、
開
示
資
料
か
ら
調
査
し

た
と
こ
ろ
、
上
場
企
業
全
体
で
２
・

５
％
程
度
、
金
融
・
保
険
業
で
は

15
・
３
％
程
度
と
、
思
っ
た
よ
り
使

わ
れ
て
い
な
い
」と
の
回
答
が
あ
っ

た
。

③　
親
委
員
会
で
の
審
議

委
員
か
ら
は
、
ⅱ
の
減
損
判
定
の

月
中
平
均
価
額
の
使
用
に
つ
い
て
賛

成
意
見
が
あ
っ
た
一
方
、「
期
末
時
価

に
寄
せ
る
考
え
方
も
あ
る
の
で
は
」

と
い
う
意
見
も
出
さ
れ
た
。

⑵　
ブ
ロ
ー
カ
ー
価
格
利
用
時
の
評

価
①　
検
討
事
項

第
三
者
か
ら
入
手
し
た
価
格（
い

わ
ゆ
る「
ブ
ロ
ー
カ
ー
価
格
」）を
利

用
す
る
際
、
日
本
基
準
で
は
一
定
の

要
件
の
も
と
利
用
可
能
で
あ
る
が
、

Ｉ
Ｆ
Ｒ
Ｓ
13
号
で
は
、
ブ
ロ
ー
カ
ー

が
Ｉ
Ｆ
Ｒ
Ｓ
に
従
っ
て
算
出
し
て
い
る

か
、
企
業
が
判
断
す
る
必
要
が
あ
る
。

事
務
局
か
ら
、
ブ
ロ
ー
カ
ー
価
格

を
時
価
の
算
定
に
用
い
る
際
に
、
金

融
機
関（
お
よ
び
一
般
事
業
会
社
に

お
い
て
金
融
業
を
営
む
子
会
社
）に

対
し
て
は
、
別
途
の
取
扱
い
を
定
め

な
い
が
、
一
般
事
業
会
社
に
対
し
て

別
途
の
取
扱
い
の
必
要
性
を
検
討
す

る
と
い
う
提
案
が
新
た
に
示
さ
れ

た
。

②　
専
門
委
員
会
で
の
検
討

専
門
委
員
か
ら
は
、
賛
成
意
見
も
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あ
っ
た
が
、「
基
準
に
明
記
せ
ず
に
、

実
務
で
対
応
す
べ
き
」と
の
意
見
も

聞
か
れ
た
。

③　
親
委
員
会
で
の
審
議

委
員
か
ら
は
、
Ｉ
Ｆ
Ｒ
Ｓ
13
号
と

同
じ
取
扱
い
を
す
る
こ
と
に
つ
い

て
、
強
い
反
対
意
見
が
出
さ
れ
た
。

適
用
対
象
企
業

⑴　
検
討
事
項

①　
レ
ベ
ル
３
を
対
象
と
す
る
開
示

項
目

事
務
局
は
、
レ
ベ
ル
３
を
対
象
と

す
る
開
示
項
目
の
み
に
対
す
る
適
用

対
象
企
業
を
限
定
し
な
い
と
す
る
案

を
示
し
た
。

②　
時
価
の
レ
ベ
ル
等
の
全
般
的
な

開
示
項
目
と
レ
ベ
ル
３
を
対
象
と

す
る
開
示
項
目
の
両
方

全
般
的
な
開
示
項
目
と
レ
ベ
ル
３

の
開
示
項
目
両
方
に
対
す
る
適
用
対

象
企
業
に
つ
い
て
、
金
融
業
を
営
む

一
般
事
業
会
社
に
つ
い
て
は
、
総
資

産
の
大
部
分
を
金
融
資
産
が
占
め
、

か
つ
総
負
債
の
大
部
分
を
金
融
資

産
・
金
融
負
債
お
よ
び
保
険
契
約
か

ら
生
じ
る
負
債
が
占
め
る
連
結
子
会

社
が
企
業
集
団
に
含
ま
れ
る
場
合
、

当
該
連
結
子
会
社
の
金
融
商
品
の
残

高
に
つ
い
て
、
開
示
を
求
め
る
こ
と

と
す
る
等
の
提
案
が
示
さ
れ
た
。

ま
た
、
金
融
業
を
営
ま
な
い
も
の

の
金
融
商
品
を
大
量
に
保
有
す
る
一

般
事
業
会
社
に
つ
い
て
は
、
貸
借
対

照
表
で
時
価
評
価
さ
れ
る
レ
ベ
ル
３

の
金
融
商
品
に
つ
い
て
の
み
、
開
示

す
る
と
の
事
務
局
案
が
示
さ
れ
た

（
図
表
１
、２
）。

⑵　
専
門
委
員
会
で
の
検
討

専
門
委
員
か
ら
、
①
に
関
し
て
は

異
論
は
聞
か
れ
な
か
っ
た
。

②
に
つ
い
て
は
、「
国
際
的
に
整
合

し
て
い
な
い
の
で
は
な
い
か
」と
否

定
的
な
意
見
が
聞
か
れ
た
。

⑶　
親
委
員
会
で
の
審
議

委
員
か
ら
は
、
②
に
つ
い
て「
金

融
機
関
で
な
い
か
ら
重
要
性
が
あ
っ

て
も
開
示
し
な
く
て
い
い
と
い
う
の

は
お
か
し
い
」と
の
意
見
が
聞
か
れ

た
。金

融
商
品
の
時
価
に
関
す
る
開
示

項
目

⑴　
検
討
事
項

①　
公
正
価
値
の
レ
ベ
ル
ご
と
の
残

高前
回
の
提
案
を
変
更
し
、
時
価
が

帳
簿
価
額
に
近
似
す
る
場
合
に
は
、

当
該
金
融
商
品
を
時
価
開
示
の
対
象

か
ら
除
き
、
そ
の
結
果
と
し
て「
金

融
商
品
の
時
価
の
レ
ベ
ル
ご
と
の
内

訳
等
に
関
す
る
事
項
」の
対
象
範
囲

か
ら
も
除
く
等
の
事
務
局
案
が
示
さ

れ
た
。

②　
期
首
残
高
か
ら
期
末
残
高
へ
の

調
整
表

次
の
事
務
局
案
が
示
さ
れ
た
。

ⅰ　
次
の
変
動
理
由
の
そ
れ
ぞ
れ
の

情
報
に
つ
い
て
、調
整
表
に
お
い
て

表
示
す
る
こ
と
を
求
め
る

・
当
期
純
利
益
ま
た
は
そ
の
他
の
包

括
利
益
に
認
識
し
た
利
得
ま
た
は

損
失
の
額

・
レ
ベ
ル
３
か
ら
の
振
替
額

・
レ
ベ
ル
３
へ
の
振
替
額

・
購
入
、売
却
、発
行
お
よ
び
決
済
の
そ

れ
ぞ
れ
の
額

ⅱ　
調
整
表
に
つ
い
て
一
般
的
な
重

要
性
の
適
用
に
よ
り
表
形
式
に
よ

ら
な
い
説
明
が
認
め
ら
れ
る
の
は
、

レ
ベ
ル
３
の
金
融
商
品
の
残
高
の

期
首
か
ら
期
末
ま
で
の
変
動
が
単

一
の
変
動
理
由
に
よ
っ
て
説
明
で

き
る
場
合
に
限
ら
れ
る

ⅲ　
売
買
目
的
有
価
証
券
お
よ
び
デ

リ
バ
テ
ィ
ブ
に
つ
い
て
、純
額
で
表

示
す
る
こ
と
を
認
め
る
。一
方
で
、

そ
の
他
有
価
証
券
に
つ
い
て
は
、購

（図表１）　金融業を営まない一般事業会社に求める開示

開示項目 貸借対照表 注記
Ｌ１ Ｌ２ Ｌ３ Ｌ１ Ｌ２ Ｌ３

⑴　公正価値のレベルごとの残高 ○ ○ ◎ ○ ○ ○
⑵　使用した評価技法およびインプットの説明 ○ ◎ ○ ○
⑶　評価技法の変更およびその理由 ○ ◎ ○ ○
⑷　重要な観察できないインプットに関する定量的情報 ◎
⑸　期首残高から期末残高への調整表 ◎
⑹　純損益に記載した未実現利益 ◎
⑺　企業の評価プロセスの説明 ◎
⑻　観察できないインプットの変化に対する感応度の記

述的説明 ◎

⑼　観察できないインプットを合理的に考え得る代替的
な仮定に変更した場合の影響 ◎

（注）　金融業を営まない一般事業会社に求める開示は◎のみ、金融機関に求める開示は◎と○をあわせたものに
なる。（Ｌはレベル）

（図表２）　適用対象企業に関する提案のまとめ	 	
企業 適用対象金融商品

金融機関 すべての金融商品
金融業を営む子会社を有する
一般事業会社

金融子会社
金融以外 貸借対照表上で時価評価され

るレベル３の金融商品金融業を営む子会社を有していない一般事業会社

入
、
売
却
、
発
行
お
よ
び
決
済
額
そ

れ
ぞ
れ
の
金
額
の
注
記
を
求
め
る

③　
観
察
で
き
な
い
イ
ン
プ
ッ
ト
を

合
理
的
に
考
え
得
る
代
替
的
な
仮

定
に
変
更
し
た
場
合
の
影
響

前
回
に
続
き
、
開
示
を
求
め
る
と

し
た
事
務
局
案
を
示
し
、
具
体
的
な

開
示
の
前
提
や
様
式
は
財
務
諸
表
作

成
者
に
委
ね
、
開
示
の
内
容
を
特
定

し
な
い
等
の
方
針
案
を
今
回
示
し

た
。

⑵　
専
門
委
員
会
の
検
討

専
門
委
員
か
ら
は
、
①
に
つ
い
て

特
段
異
論
は
聞
か
れ
な
か
っ
た
。

②
に
つ
い
て
、「
ⅱ
で『
単
一
の
変

動
理
由
』に
限
定
し
て
い
る
の
は
絞

り
過
ぎ
で
は
」と
い
っ
た
意
見
が
聞

か
れ
た
。

③
に
つ
い
て
は
、
作
成
者
と
利
用

者
で
賛
否
が
分
か
れ
た
。

⑶　
親
委
員
会
の
審
議

委
員
か
ら
は
、
①
に
つ
い
て
は
賛

成
意
見
が
あ
っ
た
が
、
②
、
③
に
つ

い
て
は
、
不
要
で
は
な
い
か
と
い
う

意
見
が
聞
か
れ
た
。

会
　
　
計

Ｄ
Ｐ「
資
本
の
特
徴
を
有
す
る
金

融
商
品
」、検
討
─
Ａ
Ｓ
Ｂ
Ｊ
、Ａ
Ｓ
Ａ
Ｆ
対
応
専
門
委

去
る
９
月
11
日
、
企
業
会
計
基
準

委
員
会
は
第
73
回
Ａ
Ｓ
Ａ
Ｆ
対
応
専

門
委
員
会
を
開
催
し
た
。

今
回
は
、
10
月
開
催
の
Ａ
Ｓ
Ａ
Ｆ

会
議
へ
の
対
応
と
し
て
、
６
月
28
日

に
公
表
さ
れ
た
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
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ン
・
ペ
ー
パ
ー
（
Ｄ
Ｐ
）「
資
本
の
特

徴
を
有
す
る
金
融
商
品
」に
つ
い
て

の
説
明
が
さ
れ
る
と
と
も
に
、
事
務

局
の
気
付
事
項
や
今
後
の
対
応
案
等

が
示
さ
れ
た
。
ま
た
、
後
日
行
わ
れ

た
第
３
９
２
回
親
委
員
会
で
も
審
議

が
行
わ
れ
た
。

主
な
議
論
は
次
の
と
お
り
で
あ

る
。

「
資
本
の
特
徴
を
有
す
る
金
融
商
品
」

事
務
局
よ
り
６
月
28
日
に
公
表
さ

れ
た
Ｄ
Ｐ「
資
本
の
特
徴
を
有
す
る

金
融
商
品
」に
つ
い
て
の
説
明
が
さ

れ
た
。
詳
細
は
、
今
号
60
頁
の「
ポ

イ
ン
ト
解
説
」を
参
照
さ
れ
た
い
。

事
務
局
の
気
付
事
項

Ｄ
Ｐ「
資
本
の
特
徴
を
有
す
る
金

融
商
品
」に
関
す
る
説
明
を
踏
ま
え

た
う
え
で
、
事
務
局
は
次
の
よ
う
な

気
付
事
項
を
示
し
た
。

・
課
題
と
さ
れ
る
項
目
の
な
か
に
は

過
去
の
基
準
開
発
活
動
の
な
か
で

取
り
上
げ
ら
れ
た
も
の
も
あ
る
な

ど
、再
検
討
の
必
要
性
が
必
ず
し
も

明
確
で
な
い
も
の
が
あ
る
。

・
分
類
の
要
件
の
根
拠
を
明
確
化
す

る
と
し
つ
つ
も
例
外
を
提
案
し
て

お
り
、再
検
討
を
行
う
便
益
が
明
ら

か
で
な
い
。

・
負
債
と
資
本
の
要
件
は
時
点
特
性

と
金
額
特
性
の
２
つ
の
組
み
合
せ

と
な
っ
て
お
り
、複
雑
で
あ
る
。

・
負
債
と
資
本
の
区
分
は
ど
の
よ
う

な
項
目
の
変
動
を
損
益
と
す
る
か

を
区
分
す
る
う
え
で
重
要
だ
が
、Ｉ

Ａ
Ｓ
Ｂ
の
選
好
す
る
ア
プ
ロ
ー
チ

が
、損
益
に
含
め
る
べ
き
項
目
と
含

め
る
べ
き
で
な
い
項
目
と
の
区
分

に
つ
い
て
意
味
の
あ
る
区
分
を
提

供
し
て
い
る
か
明
確
で
な
い
。

・
Ｉ
Ａ
Ｓ
Ｂ
の
選
好
す
る
ア
プ
ロ
ー

チ
で
示
さ
れ
る
原
則
の「
義
務
」に

は
、清
算
時
に
お
い
て
経
済
的
資
源

を
移
転
す
る
義
務
を
含
ん
で
い
る

が
、こ
の
こ
と
は
継
続
企
業
の
前
提

と
相
容
れ
な
い
。

・
清
算
時
に
は
残
余
財
産
が
請
求
権

の
優
先
度
に
従
っ
て
分
類
さ
れ
て

い
く
な
か
で
、不
足
す
る
財
産
の
割

当
て
は
要
求
さ
れ
な
い
た
め
、「
回

避
不
可
能
性
」と
い
う
概
念
が
適
切

か
不
明
確
で
あ
る
。

・「
企
業
の
利
用
可
能
な
経
済
的
資
源

（
と
独
立
）」の
概
念
に
つ
い
て
の
理

解
が
困
難
で
あ
る
。

Ａ
Ｓ
Ａ
Ｆ
会
議
へ
の
対
応

今
後
の
Ｄ
Ｐ
へ
の
対
応
と
し
て
、

10
月
の
Ａ
Ｓ
Ａ
Ｆ
会
議
に
は
、
時
間

的
な
制
約
が
あ
る
こ
と
を
踏
ま
え
、

Ｄ
Ｐ
の
主
要
な
提
案
を
理
解
す
る
と

と
も
に
、
こ
れ
ま
で
の
Ａ
Ｓ
Ａ
Ｆ
会

議
で
の
コ
メ
ン
ト
を
基
礎
と
し
て
発

言
案
を
検
討
す
る
と
の
考
え
が
示
さ

れ
た
。

ま
た
、
そ
れ
以
降
の
対
応
と
し
て

は
、
国
際
的
な
議
論
を
喚
起
す
る
た

め
、
対
案
を
検
討
す
る
こ
と
が
考
え

ら
れ
る
と
し
て
、
次
の
よ
う
な
対
案

例
が
示
さ
れ
た
。

（
例
１
）　
最
残
余
の
請
求
権
を
資
本

と
し
、そ
れ
以
外
を
負
債
と
す
る
区

分・
最
残
余
の
請
求
権
の
保
有
者
は
企

業
の
リ
ス
ク
を
最
初
に
負
担
す
る

こ
と
を
踏
ま
え
て
、そ
れ
ら
の
保
有

者
に
対
す
る
情
報
提
供
を
重
視
す

る
観
点
で
、当
該
請
求
権
を
資
本
と

す
る
。

（
例
２
）　
金
額
特
性
の
要
件
の
み
に

よ
る
区
分

・
Ｄ
Ｐ
が「
金
額
特
性
の
要
件
」が
財
務

業
績
の
評
価
に
目
的
適
合
性
の
あ

る
情
報
を
提
供
す
る
と
し
て
い
る

こ
と
を
踏
ま
え
て
、当
該
要
件
の
み

に
基
づ
き
、負
債
と
資
本
を
区
分
す

る
。

今
後
、
こ
の
よ
う
な
区
分
を
し
た

際
に
、
負
債
と
資
本
の
区
分
と
損
益

の
情
報
に
ど
の
よ
う
な
有
用
性
が
あ

る
か
検
討
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。

親
委
員
会
で
の
審
議

委
員
か
ら
、「
Ｄ
Ｐ
で
例
示
さ
れ
て

い
る『
公
正
価
値
で
償
還
さ
れ
得
る

株
式
』の
イ
メ
ー
ジ
が
わ
か
な
い
が
、

ど
の
よ
う
な
商
品
か
」と
い
う
質
問

に
、
事
務
局
か
ら
は「
日
本
の
株
式

会
社
で
は
ほ
と
ん
ど
み
ら
れ
な
い

が
、
民
法
上
の
組
合
で
脱
退
時
に
財

産
を
分
配
す
る
も
の
な
ど
が
考
え
ら

れ
る
」と
回
答
さ
れ
た
。

次
回
以
降
も
、
継
続
し
て
Ｄ
Ｐ
の

審
議
を
行
う
予
定
。

経理用語の豆知識
内部統制報告制度の運用上の課題

日本公認会計士協会が公表した「内部統制報告制度の運用
の実効性の確保について」において、内部統制報告制度の実効
性を確保するための論点として、①内部統制の構築・評価の留
意事項、②内部統制報告制度の運用上の課題、などが挙げら
れている。
①では、大規模企業であっても、子会社で発生した不正が開

示すべき重要な不備と評価されるほど財務報告に重要な影響を
及ぼしていること、新興企業においては、社長が創業者であり
筆頭株主であることも多く、取締役・監査役等の選解任は社長
による人選を反映したものとなる環境にあることを背景にして、取
締役会の機能不全の事例が多く、社長のコンプライアンス意識の
低さに端を発して、役員および従業員のコンプライアンス意識が
醸成されていない事例が多いことを挙げている。
②では、財務報告に対する影響の重要性が僅少である事業

拠点は、不適切な会計処理が発生する可能性を考慮したうえで
決定することが重要であるとされている。

解消年度が長期にわたる将来減算一時差異

退職給付引当金や建物の減価償却超過額に係る将来減算一
時差異のように、スケジューリングの結果、その解消見込年度が
長期にわたる将来減算一時差異は、企業が継続する限り、長期
にわたるが将来解消され、将来の税金負担額を軽減する効果を
有する。これらの将来減算一時差異については、繰延税金資産
の回収可能性の判断における会社分類に応じて、次のように取
り扱う。
①分類１および分類２に該当する企業においては、回収可能

性があると判断できる、②分類３に該当する企業においては、将
来の合理的な見積可能期間においてスケジューリングを行ったう
えで当該見積可能期間を超えた期間であっても、最終解消見込
年度までに解消されると見込まれる繰延税金資産は回収可能性
があると判断できる、③分類4に該当する企業においては翌期に
解消される繰延税金資産は回収可能性があると判断できる、④
分類5に該当する企業においては、繰延税金資産の回収可能性
はないものとする。
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フラッシュ

証
　
　
券

同
時
株
安
の
国
別
変
動
率

金
　
　
融

好
調
な
米
経
済
と
追
加
利
上
げ

この10日間に公表・公布された経理関係重要法規等
日　付 法　規　等 出　所 備　考 掲載号

2018年 
9月7日

個人情報保護委員会告示第４号
「個人情報の保護に関する法律に係るＥＵ域
内から十分性認定により移転を受けた個人
データの取扱いに関する補完的ルール」

個人情報
保護委員会

ＥＵ域内から十分性認定により移転を受けた個人データ
の取扱いに関して、個人情報保護に関する法令およびガイ
ドラインに加えて、最低限遵守すべき規律を示すもの。欧
州委員会が一般データ保護規則（ＧＤＰＲ）45条に基づき
行う、日本が個人データについて十分な保護水準を確保し
ているとの決定が効力を生ずる日から施行される。

―

2018年 
9月12日

条約第６号
「所得に対する租税に関する二重課税の除去
並びに脱税及び租税回避の防止のための日本
国政府とロシア連邦政府との間の条約」　等

外務省
1986年に発効した現行の租税条約を全面的に改正する
もの。具体的には、投資所得に対する課税のさらなる軽減
のほか、租税債権の徴収共助の導入などを行う。本条約は
2018年10月10日に効力を生ずる。

―

９
月
７
日
、
米
労
働
省
は
８
月
の

雇
用
統
計
を
発
表
し
た
。
非
農
業
部

門
の
雇
用
者
数
は
前
月
比
20
万
１
千

人
の
増
加
で
、
こ
れ
は
前
月
実
績
の

14
万
７
千
人
の
増
加
と
８
月
の
市
場

予
測
19
万
人
を
と
も
に
上
回
っ
た
。

ま
た
平
均
時
給
は
前
年
同
月
比
２
・

９
％
の
増
加
で
９
年
ぶ
り
の
伸
び

率
、
失
業
率
は
３
・
９
％
で
前
月
と

同
水
準
だ
っ
た
。

こ
の
数
字
を
み
る
限
り
、
９
月

25
、
26
日
に
開
催
さ
れ
る
米
連
邦
公

開
市
場
委
員
会（
Ｆ
Ｏ
Ｍ
Ｃ
）で
の
利

上
げ
は
引
き
続
き
確
実
だ
ろ
う
。
現

時
点
で
、
今
月
年
初
来
３
回
目
の
利

上
げ
に
踏
み
切
る
と
市
場
が
予
測
す

る
根
拠
の
１
つ
に
、
米
Ｆ
Ｒ
Ｂ
が

デ
ュ
ア
ル
マ
ン
デ
ー
ト
を
達
成
し
て

い
る
こ
と
が
あ
る
。
デ
ュ
ア
ル
マ
ン

デ
ー
ト
と
は
、
Ｆ
Ｒ
Ｂ
に
対
し
て
法

的
に
達
成
義
務
を
求
め
る
２
つ
の
目

標
、
す
な
わ
ち「
物
価
安
定
」と「
最

大
限
の
雇
用
」で
あ
る
。

「
物
価
安
定
」に
つ
い
て
は
、
７
月

の
物
価
上
昇
率
が
Ｆ
Ｒ
Ｂ
の
注
目
す

る
個
人
消
費
支
出（
Ｐ
Ｃ
Ｅ
）物
価
指

数
で
、
前
年
同
月
比
２
・
３
％
の
上

昇
だ
っ
た
。
こ
れ
は
Ｆ
Ｒ
Ｂ
が
目
標

と
す
る
２
％
を
上
回
っ
て
い
る
。
ま

た「
最
大
限
の
雇
用
」に
つ
い
て
も
、

Ｆ
Ｒ
Ｂ
内
で
推
計
す
る
完
全
雇
用
失

業
率
の
レ
ン
ジ
が
４
・
１
％
～
４
・

７
％
で
、中
央
値
は
４
・５
％
と
な
っ

て
お
り
、
こ
の
水
準
は
下
回
っ
て
い

る
。ま

た
パ
ウ
エ
ル
Ｆ
Ｒ
Ｂ
議
長
も
、

こ
の
と
こ
ろ
毎
年
Ｆ
Ｒ
Ｂ
議
長
の
発

言
が
注
目
さ
れ
て
い
る
ジ
ャ
ク
ソ
ン

ホ
ー
ル
会
議
で
、
経
済
成
長
の
強
さ

を
前
提
に
追
加
利
上
げ
を
示
唆
し
て

い
る
。
こ
の
３
回
目
の
利
上
げ
ま
で

は
ほ
ぼ
市
場
で
織
り
込
み
済
み
だ
。

さ
ら
に
４
回
目
以
降
も
、
こ
こ
ま
で

好
調
な
ア
メ
リ
カ
経
済
を
前
提
に
す

れ
ば
年
内
追
加
利
上
げ
は
確
実
だ
。

一
方
で
、
米
中
貿
易
摩
擦
、
新
興

国
リ
ス
ク
、
ト
ラ
ン
プ
政
権
の
利
上

げ
へ
の
否
定
的
な
態
度
な
ど
、
利
上

げ
に
対
す
る
マ
イ
ナ
ス
要
因
も
無
視

で
き
な
い
。
ア
メ
リ
カ
に
よ
る
中
国

製
品
へ
の
関
税
強
化
は
ア
メ
リ
カ
国

内
で
の
増
税
と
同
じ
効
果
で
、
コ
ス

ト
プ
ッ
シ
ュ
型
の
物
価
上
昇
を
招
く

た
め
国
内
景
気
に
は
悪
影
響
と
な

る
。
新
興
国
リ
ス
ク
も
、
ト
ル
コ
か

ら
始
ま
っ
た
通
貨
安
は
、ブ
ラ
ジ
ル
、

ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
を
経
て
イ
ン
ド
ネ
シ

ア
に
も
伝
播
し
、
収
ま
る
気
配
は
な

い
。来

月
以
降
は
、
こ
う
し
た
リ
ス
ク

が
追
加
利
上
げ
の
カ
ギ
を
握
る
。

９
月
入
り
と
と
も
に
、
世
界
の
主

要
市
場
の
株
価（
代
表
的
な
株
価
指

数
）は
失
速
状
態
に
陥
っ
た
。
月
初

の
１
週
間
、連
日
ジ
リ
安
と
な
っ
た
。

下
げ
幅
は
小
さ
い
が
、
な
か
な
か
下

げ
止
ま
り
感
が
出
な
い
。
や
は
り
世

界
中
が
ア
メ
リ
カ
発
の
貿
易
摩
擦
・

貿
易
戦
争
を
懸
念
し
て
い
る
か
ら
だ

ろ
う
。

興
味
深
い
の
は
、
下
げ
幅
が
貿
易

摩
擦
の
打
撃
度
合
の
現
状
を
反
映
し

て
い
る
よ
う
に
み
え
る
こ
と
だ
。
下

げ
幅
の
大
き
い
の
は
、
中
国
、
香
港
、

シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
、
イ
ン
ド
、
ド
イ
ツ
、

フ
ラ
ン
ス
、
ブ
ラ
ジ
ル
な
ど
で
、
４

～
６
％
で
あ
る
。
次
い
で
、
台
湾
、

イ
ギ
リ
ス
、
ス
イ
ス
、
メ
キ
シ
コ
、

カ
ナ
ダ
な
ど
が
２
～
３
％
、
日
本
、

韓
国
、
そ
し
て
ア
メ
リ
カ
が
１
％
台

で
あ
る
。

仕
掛
け
人
の
ア
メ
リ
カ
の
下
げ
幅

が
一
番
小
さ
く
、
中
間
選
挙
を
前
に

し
た
ト
ラ
ン
プ
大
統
領
を
勇
気
づ
け

る
結
果
に
な
っ
て
い
る
。
貿
易
摩
擦

の
焦
点
で
あ
る
米
中
間
で
は
、
対
米

輸
出
依
存
度
の
高
い
中
国
経
済
が
い

ち
早
く
生
産
鈍
化
な
ど
の
打
撃
を
受

け
た
の
に
対
し
、
ア
メ
リ
カ
経
済
に

と
っ
て
大
き
な
影
響
が
予
想
さ
れ
る

中
国
か
ら
の
輸
入
消
費
物
資
の
価
格

上
昇
は
こ
れ
か
ら
で
あ
る
。

こ
れ
ま
で
各
国
と
も
ア
メ
リ
カ
の

輸
入
関
税
引
上
げ
の
影
響
は
始
ま
っ

た
ば
か
り
で
、
グ
ロ
ー
バ
ル
化
し
て

い
る
サ
プ
ラ
イ
チ
ェ
ー
ン
が
ど
の
よ

う
な
連
鎖
反
応
を
起
こ
す
の
か
、
す

べ
て
は
こ
れ
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
に

よ
っ
て
国
別
の
株
価
の
変
動
率
順
位

も
変
わ
っ
て
く
る
だ
ろ
う
。

日
本
の
対
米
輸
出
は
ま
だ
ア
メ
リ

カ
が
対
日
要
求
を
出
し
て
い
な
い
自

動
車
が
大
宗
を
占
め
る
た
め
、
今
の

と
こ
ろ
株
価
下
落
は
小
幅
と
い
う
グ

ル
ー
プ
に
入
っ
て
い
る
。
し
か
し
、

こ
れ
か
ら
ト
ラ
ン
プ
政
権
は
自
動
車

貿
易
で
強
硬
な
態
度
を
と
る
と
い
う

観
測
が
絶
え
な
い
。
ま
た
、
中
国
の

対
米
輸
出
の
落
ち
込
み
が
同
国
の
対

日
輸
入
の
減
少
に
つ
な
が
っ
て
く
る

と
い
う
連
鎖
に
も
注
意
を
払
う
必
要

が
あ
る
。

さ
ら
に
日
本
の
株
価
に
影
響
す
る

特
殊
事
情
と
し
て
、
最
近
多
発
す
る

自
然
災
害
の
ダ
メ
ー
ジ
を
軽
視
で
き

な
い
。

今
後
、
世
界
的
な
株
価
下
落
の
場

合
に
日
本
が「
株
価
下
落
の
小
幅
組
」

に
入
る
保
証
は
な
い
の
で
あ
る
。


